
「
江
戸
時
代
の
刑
罰
」

に

つ
い

て

（
講
演
）
　
　
芦
　
刈
　
政

は
る

治

　
別
府
史
談
会
で
は
、
平
成
1
6
年
３
月
７
日
の
春
季
講
演
会
に
、
大
分
県
地
方
史
研
究
会
参
与
で
大
分
県
部
落
史
研
究
会
副
会
長
で
も
あ
る
芦
刈

政
治
先
生
を
お
招
き
し
て
、
「
江
戸
時
代
の
刑
罰
」
と
題
し
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
は
、
古
文
書
史
料
の
ひ
も
と
き
に
関
心
を
深
め

て
も
ら
え
た
ら
と
、
府
内
領
で
の
牛
泥
棒
と
縁
坐
の
一
件
、
森
領
内
で
の
女
囚
の
逆
恨
み
と
絡
ん
だ
破
牢
の
一
件
を
、
江
戸
時
代
中
後
期
の
刑
罰

観
の
若
干
の
変
化
に
留
意
し
な
が
ら
、
つ
ぶ
さ
に
解
説
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
後
日
、
有
畜
農
業
の
経
験
豊
か
な
会
員
の
方
々
は
、
牛

盗
人
が
い
か
に
脅
威
で
あ
り
重
罪
に
値
し
た
か
を
田
ら
い
起
こ
し
た
と
言
い
、
一
方
で
は
破
牢
に
牢
内
の
密
通
と
は
と
い
う
意
外
さ
に
興
味
を
そ
そ

ら
れ
た
と
言
い
、
残
念
な
が
ら
読
み
直
し
が
困
難
な
の
で
、
小
分
か
り
の
す
る
解
き
ほ
ぐ
し
の
文
を
添
え
て
ほ
し
い
と
の
声
が
、
次
々
に
聞
か
れ

ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
芦
刈
先
生
に
改
め
て
お
願
い
し
、
補
記
文
の
校
閲
を
受
け
た
上
、
本
号
に
掲
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
快
諾
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

（
な
お
、
府
内
藩
お
仕
置
一
件
に
つ
い
て
は
『
お
お
い
た
部
落
解
放
史
』
第
1
3
号
、
第
1
7
号
に
詳
述
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
中
し
添
え
ま
す
。
）

Ｉ
　
府
内
藩
仕
置
一
件

◇

　
　
　
　
　
◇

（
県
先
哲
史
料
館
蔵
に
よ
る
）

⑦
三
吉
田
代
村
⑩
平
六
　
去
春
牛
を
盗
収
得
共
｀

◇

〈
捕
記
文
貴
・
編
集
部
手
嶋
〉

　
二
十
二
曰
　
く
も
り

一
、
こ
の
日
、
内
成
村
の
三
吉
と
、
田
代
村
の
平
六
に
つ
い
て
、
二
人

　
は
、
去
年
の
春
牛
を
盗
ん
だ
の
だ
が
、
そ
の
直
後
に
府
内
（
大
分
）

　
城
下
で
大
火
か
お
り
、
公
務
多
忙
で
、
調
べ
を
さ
し
控
え
て
、
村
役

－55－

※
史
料
１

　
廿
二
日
　
曇
天

一
、
同
日
　
内
成
村

火
災
。
以
後
御
用
多
候
二
村
差
控
村
方
二
面
番
人
附
置
、
去
冬
中
出

候
二
村
、
役
人
具
申
村
、
吟
味
可
致
候
処
、
牛
盗
取
候
義
白
状
二
村



直
二
入
牢
中
村
、
御
仕
置
之
儀
江
戸
汀
相
伺
候
処
、
右
雨
入
共
二
打

く
び
ご
く
も
ん
谷
こ
れ
を
　
お
お
ぜ
つ
け
ら
る

首
獄
門
　
披
Ｌ
仲
村
之
・

（
注
）
⑦

　
　
⑩

　
　
（
バ
）

谷

※
史
料
２

一 一 一 一

の
方
で
番
人
を
付
け
て
待
機
し
て
い
た
。
や
が
て
冬
時
分
に
な
り
、

申
し
出
が
あ
っ
た
の
で
、
役
人
た
ち
に
申
し
っ
け
、
吟
味
に
か
か
っ

た
と
こ
ろ
、
牛
を
盗
み
取
っ
た
こ
と
を
白
状
し
た
の
で
、
直
ち
に

入
牢
を
申
し
っ
け
た
。
お
仕
置
の
こ
と
に
っ
い
て
は
江
戸
表
の
お

殿
様
に
伺
い
を
立
て
た
と
こ
ろ
、
こ
の
両
人
と
も
に
、
打
首
獄
門

の
刑
と
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。

内
成
村
は
西
南
部
由
布
川
流
域
が
現
挟
間
町
内
成
、
北
東
部
七
城
川
流
域
が
現
別
府
市
内
成
に
二
分
さ
れ
て
い
る
。
（
一
九
五
六
年
）

田
代
打
は
内
成
村
の
下
流
側
の
と
な
り
村
。
七
城
西
部
小
学
校
以
東
の
一
帯
で
、
現
挟
間
町
田
代
。

火
災
…
…
Ｊ
見
保
三
二
七
四
三
）
年
四
月
、
府
内
城
下
で
大
火
。
府
内
城
の
東
部
分
や
本
丸
も
類
焼
。
町
屋
・
武
家
屋
敷
な
ど
Ｉ
、
一

　
　
　
五
言
戸
が
焼
失
。
そ
の
影
響
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
日
誌
の
日
付
は
翌
延
享
元
年
（
二
月
改
元
）
の
こ
ろ
と
み
ら
れ
る
。

打
首
獄
門
…
…
打
首
は
斬
首
刑
。
獄
門
は
、
こ
の
場
合
は
出
身
地
の
村
内
で
七
日
間
の
巣
首
（
さ
ら
し
首
）
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一－ 一 一

申
し
渡
す
　
　
。

　
　
　
　
内
成
村
の
三
古
　
及
び

　
　
　
　
田
代
村
の
平
六
　
へ

　
其
の
方
ら
両
人
が
、
去
年
四
月
に
内
成
村
の
孫
兵
衛
・
喜
三
郎
の

牛
を
盗
ん
だ
の
は
、
不
届
き
で
あ
る
。
重
罪
で
あ
る
の
で
、
町
じ
ゅ

う
引
き
回
わ
し
を
し
た
上
で
、
首
を
斬
り
、
氏
名
・
年
齢
・
罪
状
な

ど
を
書
い
た
高
札
を
っ
け
て
さ
ら
し
首
に
す
る
よ
う
仰
せ
っ
け
ら
れ

た
。

－56－

中
渡

　
　
　
　
内
成
村
　
　
三
　
吉

　
　
　
　
田
代
村
　
　
平
　
六

　
両
人
　
去
四
月
　
内
成
村
孫
兵
衛
、
じ
匹
二
郎
　
牛
を
盗
候
事
不
屈
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
示
　
　
　
宍
よ

候
、
重
罪
二
村
町
中
引
但
し
／
Ｚ
上
、
討
首
獄
門
披
　
仰
村
之



（
注
）
玉
）
町
中
引
刎
し
…
…
府
内
城
下
の
町
な
か
を
一
巡
し
た
の
ち
、
万
方
寺
へ
。
そ
こ
か
ら
大
分
川
河
畔
の
刑
場
へ
向
か
っ
た
。

※
史
料
３
Ｔ
『
刑
罪
大
秘
録
』
収
載
の
「
引
眉
図
」
を
紹
介
。
情
景
理
解
の
使
に
供
し
た
も
の
）

一
利
乖
大
柄
！
り
珊
輯

引
畷
死
馨
″
捨
札
一
之

Ｓ
ｃ
ａ
‘
ｕ
￥
９

ふ
誹
ｎ
ｙ

こ
作
事

　
Ｉ
Ｉ
　
ｒ
Ｉ
％

　
♂
　
―

っ
捨
札
…
引
廻
し
死
罪
で
は
用
い
ず
、
重
罪

　
　
　
　
の
獄
門
に
使
用
。
氏
名
・
年
齢
・

　
　
　
　
罪
状
な
ど
を
記
し
、
街
頭
に
立
て
、

　
　
　
　
刑
の
執
行
役
、
三
〇
日
間
掲
げ
続

　
　
　
　
け
た
板
の
立
札
。

っ
引
眉
・
：
斬
罪
以
上
の
重
罪
に
付
加
し
た
刊
。

　
　
　
　
罪
人
に
曲
崖
（
椅
子
の
一
種
）
を

　
　
　
　
装
置
し
て
、
馬
Ｌ
に
ま
た
が
ら
廿
、

　
　
　
　
ド
級
役
人
に
武
具
を
持
っ
て
随
行

　
　
　
　
す
る
よ
う
役
割
分
担
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ｏ
　
万
有
ま
た
　
つ
く
ほ
う

　
　
　
　
図
に
よ
る
と
、
槍
・
刺
股
・
突
棒

　
　
　
　
を
も
っ
て
い
る
人
は
「
谷
ノ
モ
ノ
」
。

　
　
　
　
高
札
ふ
う
の
捨
札
や
、
幟
を
も
ち
、

　
　
　
　
あ
る
い
は
罪
人
に
付
き
添
っ
て
い

　
　
　
　
る
素
手
の
人
々
に
は
「
非
人
」
と

　
　
　
　
い
う
註
記
が
付
さ
れ
て
お
り
、
身

　
　
　
　
分
割
社
会
で
披
差
別
の
立
陽
に
お

　
　
　
　
か
れ
た
人
々
が
、
否
応
無
し
に
こ

　
　
　
　
の
役
を
受
け
持
だ
さ
れ
て
い
た
こ

　
　
　
　
と
が
理
解
で
き
る
。
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※
史
料
４

申
渡

　
　
　
　
内
政
村
　
三
吉
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
三
郎

親
三
吉
　
牛
を
盗
候
依
科
御
仕
置
放
仰
付
侯
、
其
方
事
、
重
罪
者
之
せ

か
れ
死
罪
　
可
放
　
仰
付
候
処
、
於
江
戸
御
部
屋
放
相
願
候
　
付
、

助
命
之
上
「
谷
ノ
モ
ノ
」
手
下
　
二
放
下
之
。

申
し
渡
す

　
　
　
　
内
政
付
の
三
吉
の
息
子
市
三
郎
へ

　
其
の
方
の
父
三
吉
は
牛
を
盗
ん
だ
の
で
、
そ
の
罪
と
な
る
行
為
に
よ

り
、
処
罰
す
る
よ
う
に
仰
せ
つ
か
っ
た
。
其
方
に
つ
い
て
も
、
重
罪
者

の
せ
が
れ
だ
か
ら
、
縁
坐
の
し
き
た
り
に
よ
り
、
当
然
死
罪
を
仰
せ
付

け
ら
れ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
江
戸
屋
敷
で
御
部
屋
様
か
ら
の
歎
願
が
あ
っ

た
の
で
、
殿
様
が
お
聞
き
届
け
に
な
り
助
命
し
て
、
「
谷
ノ
モ
ノ
」
身

分
に
お
と
し
、
そ
の
配
下
と
し
て
、
独
特
の
統
制
に
服
さ
せ
る
こ
と
と

さ
れ
た
。
（
縁
坐
＝
犯
罪
人
の
親
族
に
刑
事
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
）

（
注
）
⑤
　
重
罪
者
之
せ
か
れ
死
罪
…
当
時
幕
府
は
一
七
三
八
年
ご
ろ
の
改
正
罰
則
で
、
主
殺
し
・
親
殺
し
に
限
っ
て
縁
坐
の
制
を
適
用
し
、
他
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
て
死
罪
を
免
じ
軽
減
し
て
い
た
の
に
、
府
内
藩
で
は
、
一
七
四
四
年
当
時
も
な
お
重
罪
を
課
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
応
報
主
義
か
ら
教
育
主
義
へ
の
過
渡
期
に
当
た
っ
て
生
じ
た
事
件
と
ね
か
る
。
）

⑤居）

於
江
戸
御
部
屋
披
相
願
候
…
…
御
奥
関
係
の
方
に
は
、
幕
府
や
他
藩
の
罰
則
改
正
情
報
な
ど
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
谷
ノ
モ
ノ
」
手
下
：
∴
般
庶
民
で
あ
る
百
姓
身
分
を
剥
奪
さ
れ
「
谷
ノ
モ
ノ
」
の
順
に
生
殺
与
奪
を
任
さ
れ
る
処
分
で
あ
っ
た
こ
と

　
　
　
　
が
「
披
下
之
」
の
語
か
ら
わ
か
る
。
「
谷
ノ
モ
ノ
」
と
は
披
差
別
身
分
と
さ
れ
た
人
々
の
公
称
で
、
由
来
は
「
矢
之
者
」
。
そ

　
　
　
　
の
総
取
締
は
江
戸
浅
草
の
弾
左
衛
門
で
、
矢
野
弾
左
衛
門
と
も
い
っ
た
の
で
、
そ
の
配
下
の
人
々
が
「
ヤ
ノ
モ
ノ
」
と
呼
ば

　
　
　
　
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
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※
史
料
５

Mj

内
政
村
　
　
三
吉
女
房

　
　
　
右
　
同
人
　
娘

　
　
　
右
　
同
人
壬
申
三
郎
女
房

三
吉
牛
を
盗
候
耕
二
付
、
御
仕
置
披
　
仰
付
候
、
重
罪
者
ノ
妻
子
二
付
、

奴
二
披
　
仰
付
候
、
追
而
何
方
Ｊ
そ
相
渡
候
迄
ハ
居
村
三
拙
ケ
置
候
。

※
史
料
６

y 〃 ゛

中
渡

　
　
　
　
　
「
谷
ノ
モ
ノ
」
共

内
成
村
三
吉
子
市
三
郎
、
其
方
共
手
下
二
放
下
之
、
此
後
　
不
屈
之
事

有
之
候
ハ
ハ
不
反
側
打
殺
可
中
候
。

－ 一 一

申
し
渡
す

　
　
　
　
内
成
付
の
三
吉
の
女
房
と
、
そ
の
娘
、
さ
ら
に

　
　
　
　
三
吉
夫
婦
の
子
市
三
郎
の
女
房
の
三
名
の
者
へ

　
三
吉
は
牛
を
盗
ん
だ
罪
科
に
よ
り
獄
門
の
刑
に
処
す
る
よ
う
仰
せ
つ

け
ら
れ
た
。
右
の
三
名
は
、
そ
の
重
罪
者
の
妻
子
で
あ
る
か
ら
、
百
姓

の
籍
を
抜
き
、
奴
隷
身
分
と
す
る
よ
う
仰
せ
つ
か
っ
た
。
追
っ
て
い
ず

こ
か
へ
引
き
取
ら
れ
る
ま
で
は
、
言
行
に
預
け
置
く
こ
と
に
す
る
。

申
し
渡
す

　
　
　
　
　
「
谷
ノ
モ
ノ
」
共
へ

　
内
戚
村
の
三
吉
の
子
市
三
郎
に
つ
い
て
は
、
其
の
方
其
の
手
下
に
下

さ
れ
た
。
今
後
不
届
き
な
行
為
が
あ
れ
ば
、
意
見
を
き
く
ま
で
も
な
く
、

打
ち
殺
し
で
か
ま
わ
な
い
。

ｎ
　
森
藩
仕
置
一
件
　
・
史
料
⑦
は
、
本
件
の
基
幹
と
な
る
史
料
、
①
～
⑤
は
関
連
の
あ
る
補
足
資
料
を
暦
日
順
に
並
ぺ
だ
も
の
で
す
。

※
史
料
ア

一

　ゝ

訃
徴
①
盗
賊
　
儀
市

一

（
無
宿
盗
賊
の
儀
市
に
対
す
る
申
し
渡
し
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
♂
Ｓ
　
Ｉ
Ｓ
　
一
－
ｊ
　
　
メ
ｒ
　
　
一
Ｉ
ｌ
　
　
　
　
　
　
ｌ
～
　
Ｊ

ル
ヤ
儀
ヽ
七
七
年
②
正
月
甘
言
夜
ヽ
球
威
か
土
屋
③
哲
作
方
　

一
　
　

其
の
方
は
ヽ
去
る
心
年
一
月
二
十
三
日
夜
、
頭
成
の
商
店
富
士

土
蔵
之
鉄
窓
を
破
り
恩
人
、
衣
類
八
十
四
品
罫
描
・
昇
　
数
多
盗
　
‐
‐
‐
　
　
屋
（
稲
光
家
）
の
哲
作
方
土
蔵
の
鉄
窓
を
こ
わ
し
て
忍
び
込
み
、
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一
、
け
さ
午
前
三
時
ご
ろ
、
牢
入
り
中
の
盗
賊
で
儀
市
と
中
す
者
が
牢

　
か
ら
脱
走
し
逃
亡
し
た
旨
、
届
け
出
を
受
け
た
。
（
中
略
）
そ
の
報

　
告
を
も
と
に
、
さ
っ
そ
く
各
代
官
所
・
町
別
当
ら
に
連
絡
し
検
問
を

　
行
う
よ
う
に
し
た
。
役
人
衆
に
は
、
藩
庁
か
ら
手
紙
で
知
ら
せ
た
の

　
で
、
次
々
出
勤
し
、
相
談
の
上
、
関
係
先
へ
の
手
配
も
進
ん
だ
。
日

取
、
同
年
五
月
付
一
日
夜
、
同
所
産
物
方
御
会
所
へ
恩
人
、
錠
を

ね
し
　
あ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

祢
ち
明
、
金
銀
盗
取
、
其
上
三
月
十
日
夜
　
（
実
は
三
月
十
一
日

時
）
牢
を
破
り
逃
げ
俣
段
、
重
々
不
屈
至
極
二
俣
、
右
依
重
罪
行

獄
門
も
の
也

い
の
と
し
⑥

　
　
亥
　
五
月
九
日

八注

心

①②③④⑤

※
史
料
①

衣
類
八
十
四
点
の
ほ
か
、
く
し
や
昇
ま
で
た
く
さ
ん
盗
み
取
っ
た
。

次
い
で
同
年
五
月
二
十
一
日
夜
は
、
頭
成
の
国
産
品
取
扱
所
に
、

錠
を
こ
じ
あ
け
て
侵
入
、
金
銀
を
盗
み
取
っ
た
。
そ
の
上
、
今
年

に
な
っ
て
か
ら
も
三
月
十
日
深
夜
、
十
一
日
米
明
に
か
け
て
、
牢

破
り
を
し
て
逃
走
。
重
ね
が
さ
ね
不
届
き
な
限
り
で
あ
る
。
依
っ

て
重
罪
に
つ
き
、
斬
首
の
上
、
さ
ら
し
首
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
天
保
十
亥
年
五
月
九
日
（
一
八
三
九
年
）

追
放
刑
な
ど
に
よ
り
人
別
帳
か
ら
削
除
さ
れ
、
正
業
を
も
た
な
い
浮
浪
者
。

成
年
は
天
保
九
成
成
年
（
一
八
三
八
・
つ
ち
の
え
い
ぬ
）

頭
或
は
現
在
日
出
町
豊
岡
の
Ｊ
Ｒ
駅
前
一
帯
。
森
藩
の
飛
び
地
と
し
て
、
産
物
積
み
出
し
、
物
資
搬
入
の
ほ
か
、
藩
主
久
留
嶋
氏

の
参
勤
交
代
時
も
海
陸
乗
り
継
ぎ
に
用
い
ら
れ
た
港
町
。
主
な
商
家
に
、
和
泉
屋
・
富
士
屋
な
ど
が
あ
っ
た
。

昇
…
…
婦
人
の
髪
掻
き
用
具
か
ら
変
じ
て
、
金
銀
・
べ
っ
甲
・
水
晶
・
め
の
う
な
ど
で
で
き
た
髪
飾
り
具
。

⑥
　
天
保
十
己
亥
年
（
一
八
三
九
年
・
つ
ち
の
と
ゐ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

ぺ
今
暁
八
ツ
半
⑥
頃
｀
牢
舎
盗
試
供
市
節
心
嶮
シ
逃
去
候
段
届
中
出
　
‐
‐
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
っ
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
⑦

候
、
（
中
略
）
右
届
中
出
候
二
付
、
早
速
代
官
所
且
又
町
別
当
元

へ
中
道
手
配
り
相
尋
候
様
中
道
、
猶
御
役
人
中
へ
大
会
所
≒
手
紙
二

而
為
知
侯
村
、
早
速
出
仕
段
々
評
議
之
上
手
配
中
村
、
目
田
・
顛
成

御
役
所
、
猶
又
鶴
見
庄
屋
へ
も
中
道
、
所
々
手
配
固
メ
披
仰
村
候

一 一 一 一 一 一一 一 一 一 －一 一 一 一 一 一 一 一
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（
注
）
⑥
　
午
前
、
午
後
と
も
○
時
を
九
ツ
、

　
　
　
し
て
い
た
。

一 一 一 一 一 一 一 一

田
と
頭
成
の
代
官
所
の
ほ
か
、
特
に
鶴
見
付
庄
屋
に
も
指
示
を
出
し
、

所
々
漏
れ
な
く
手
配
固
め
を
す
る
よ
う
に
と
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。

一
時
を
九
ツ
半
、
二
時
を
八
ツ
、
三
時
を
八
ツ
半
と
数
え
、
十
一
時
を
四
ツ
半
と
い
う
唱
え
方
で
表

⑦
　
森
藩
で
は
、
森
（
玖
珠
町
）
　
・
百
田
（
日
田
市
）
　
・
頭
成
（
日
出
町
）
の
三
ヵ
所
に
代
官
を
配
置
し
、
郡
ご
と
の
政
務
に
当
た
ら
せ
る

　
と
と
も
に
、
町
役
人
と
し
て
別
当
を
三
ヵ
所
そ
れ
ぞ
れ
で
、
町
方
の
世
話
に
当
た
ら
せ
た
。
官
民
両
面
あ
げ
て
、
手
配
し
た
と
い
う
こ
と

　
で
あ
ろ
う
。

⑧
　
こ
こ
に
討
日
付
は
な
い
が
、
牢
抜
け
の
記
述
か
ら
、
次
の
史
料
⑤
と
同
じ
く
天
保
十
年
三
月
十
三
日
と
わ
か
る
。

ド
仁
⑨

御
庄
屋
前
箕
・
笠
二
面
通
り
候
も
の
、
番
人
羽
田

一
、
け
さ
未
明
、
羽
田
村
庄
屋
の
前
を
、
み
の
・
か
さ
姿
で
通
り
か
か
っ

　
た
者
が
あ
り
、
番
人
の
同
打
座
兵
衛
が
誰
か
と
問
う
と
、
逃
げ
去
ろ

　
う
と
し
た
の
で
、
追
い
か
け
た
と
こ
ろ
、
突
き
倒
さ
れ
た
。
も
う
夜

　
明
時
分
だ
っ
た
た
め
、
手
配
に
か
か
っ
た
。
け
さ
早
朝
か
ら
山
狩
り

　
の
人
夫
を
出
す
よ
う
す
ぐ
さ
ま
連
絡
を
と
っ
た
ら
、
総
勢
二
百
余
人

　
差
し
出
さ
れ
た
。
…
…
羽
田
村
の
庄
雁
畏
手
の
な
ば
山
の
岩
場
の
崖

　
に
次
第
に
追
い
詰
め
、
一
気
に
押
し
寄
せ
て
お
召
し
と
り
に
な
っ
た
。

一
帰
一
・
一
・

三
月
十
三
日
（
天
保
十
年
）
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※
史
料
寺

一
、
今
晩
、
羽
田

村
庄
兵
衛
誰
欣
々
中
立
出
、
遡
行
を
追
掛
候
処
、
突
か
や
さ
れ
殼
早
暁

故
手
当
仕
置
候
、
今
朝
呼
出
狩
之
出
先
直
様
呼
出
、
此
先
弐
百
人
余
有

之
御
差
出
彼
奴
候
、
（
中
略
）
羽
田
御
座
屋
後
茸
出
岩
壇
二
段
々
押
詰
、

大
勢
押
寄
御
召
捕
二
相
成
（
下
略
）

　
　
　
三
月
十
三
日

（
注
）
⑨
　
羽
田
村
は
、
現
日
田
市
東
部
で
有
田
川
上
流
部
こ
万
の
地
域
、
森
か
ら
日
田
へ
の
往
還
沿
い
を
占
め
て
い
た
。



※
史
料
④

一

　｀ゝ

あ
が
　
　
　
⑩

揚
り
屋
　
　
　
や
を

右
之
も
の
儀
市
牢
抜
二
村
、
如
何
敏
栄
有
之
、
吟
珠
枝
仰
村
候

　
三
月
計
一
日

、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
揚
り
屋
」
の
や
を
へ
の
申
し
渡
し
）

　
右
の
者
は
儀
市
が
起
こ
し
た
牢
破
り
事
件
と
の
か
か
わ
り
で
、
疑

わ
し
い
点
が
あ
る
の
で
、
罪
状
を
調
べ
礼
す
よ
う
仰
せ
っ
か
っ
た
。

　
　
三
月
二
十
一
日
（
天
保
十
年
）

（
汪
）
⑩
　
特
定
身
分
の
未
決
囚
を
収
容
し
た
、
牢
屋
の
中
の
特
別
室
を
揚
屋
と
い
っ
た
。
特
定
身
分
と
は
、
御
目
見
以
下
の
御
家
人
、
人
名
や
旗

　
　
　
本
の
臣
、
僧
侶
・
医
師
・
山
伏
な
ど
。
こ
の
場
合
、
女
性
な
の
で
、
相
応
の
身
分
の
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

※
史
料
価

一

　｀ゝ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
揚
り
屋
　
や
を

右
ハ
盗
賊
儀
市
、
先
日
牢
破
致
候
節
、
衣
類
井
　
百
貨
遣
し
、

出
牢
致
候
ハ
い
や
を
兼
ね
て
剛
二
存
候
者
を
よ
卦
⑩
を
暫
崔
候

緋
相
伺
北
辺
之
道
筋
等
も
指
教
朧
泉
谷
ご
Ｉ
忖
今
目
且
不
牢

披
仰
付
候
、
衣
類
雄
二
致
し
、
え
り
を
は
っ
し
、
夜
具
・
枕
等

上
ケ
候
事
、

ま
か
な
い

　
賄
ハ

三
月
廿
一
日

（
注
）
⑨

　
　
⑩

一
目
玉
米
⑩
六
合
也

も
取

一
、
　
　
（
同
右
や
を
に
対
す
る
恩
典
剥
奪
の
内
容
に
っ
い
て
）

　
　
右
は
、
盗
賊
の
儀
市
が
先
日
牢
破
り
を
し
た
と
き
に
、
衣
類
と
い
っ

　
し
ょ
に
か
ん
ざ
し
を
貸
し
て
や
り
、
牢
抜
け
に
成
功
し
た
ら
、
や
を

　
が
以
前
か
ら
恨
み
に
思
っ
て
い
る
相
手
に
、
意
趣
晴
ら
し
を
し
て
く

　
れ
る
よ
う
頼
み
、
そ
の
あ
た
り
の
道
筋
な
ど
も
教
え
る
な
ど
、
あ
れ

　
こ
れ
、
法
に
そ
む
く
こ
と
甚
だ
し
い
。
よ
っ
て
、
本
日
か
ら
、
一
般

　
の
囚
人
の
扱
い
と
す
る
よ
う
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
衣
類
は

　
み
な
単
物
に
取
り
替
え
、
襟
は
外
し
、
夜
具
や
枕
も
使
用
禁
止
で
没

　
収
し
た
。
ま
か
な
い
の
方
も
、
一
日
に
玄
米
六
合
と
限
定
さ
れ
た
。

　
　
三
月
二
十
一
日
（
天
保
十
年
）

意
趣
。
う
ら
み
。

玄
米
の
こ
と
。
精
白
し
て
い
な
い
米
で
、
美
食
か
ら
遠
ざ
け
た
こ
と
を
示
す
。
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ぺ
（
や
を
の
自
殺
未
遂
事
件
に
っ
い
て
）

　
　
や
を
が
急
に
体
調
異
常
と
の
届
け
出
が
あ
っ
た
の
で
、
さ
っ
そ
く

郷
頭
を
遣
わ
し
様
子
を
確
か
め
た
と
こ
ろ
、
の
ど
を
け
が
し
て
、
ひ

ど
く
出
血
し
て
い
る
と
の
こ
と
な
の
で
太
田
重
蔵
に
確
認
さ
せ
た
ら
、

竹
の
串
で
の
ど
を
突
き
破
っ
て
い
る
と
の
報
告
だ
っ
た
。
医
師
武
石

元
琢
に
申
し
つ
け
さ
っ
そ
く
治
療
に
当
た
ら
せ
た
。
気
道
は
無
事
で
、

食
道
を
突
い
て
い
る
様
子
な
の
で
、
治
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
竹
串

は
、
長
さ
八
・
九
分
（
2
4
－
2
7
皿
）
、
幅
四
・
五
分
（
1
.
2
－
1
.
5
ｍ
）

で
先
が
と
が
っ
て
い
た
。

　
　
四
月
十
一
日
（
天
保
十
年
）

※
史
料
⑤

ぺ
盗
賊
儀
市
、
先
日
出
牢
之
節
、
や
を
≒
披
頼
侯
書
状
之
行
衛

　
難
相
分
、
儀
市
存
不
申
事
ハ
有
之
間
数
二
付
、
今
朝
与
致
吟
味
水

　
　
⑩
　
　
　
．

　
貴
Ｉ
致
候
処
同
入
校
白
状
侯
、
召
捕
二
相
成
候
上
も
致
所
持
、
入
牢

　
之
上
竹
之
筒
二
人
、
や
を
へ
差
返
し
候
旨
　
（
下
略
）

　
　
　
四
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
ビ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

″
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
Ｄ
・
’
Ｊ
一
　
一
Ｅ
Ｌ
　
／
こ
ノ
ｆ
一
戸
江
ｘ
｀

（
注
）
⑩
　
水
貴
＝
拷
問
の
几
仰
向
け
に
寝
か
せ
、
絶
え
ず
水
を
顔
面
に
浴
び
せ
、
ま
た
は
水
を
飲
み
こ
ま
せ
る
も
の
。
〔
広
辞
苑
〕

※
史
料
①

一

　ゝ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
を

や
を
急
二
不
快
之
由
届
出
候
間
、
早
速
郷
顛
⑩
よ
レ
様
子
爪
印
侯

処
、
咽
二
疵
付
出
血
夥
敷
相
見
へ
峡
段
届
出
峡
間
、
太
田
市
蔵
を
見

順
二
追
出
峡
処
、
竹
之
串
を
以
咽
を
突
破
り
峡
趣
届
出
峡
間
、
武
石

元
琢
へ
早
速
療
治
中
村
峡
、
気
道
二
不
掛
、
食
道
を
突
峡
様
子
二
村
、

療
治
相
叶
炊
事
も
可
ソ
到
ぃ
之
哉
、
竹
之
串
ハ
長
サ
八
九
寸
、
巾
四

五
歩
先
尖
り
有
之

　
　
四
月
十
一
目

一
、
盗
賊
の
儀
市
が
先
日
牢
破
り
を
し
た
と
き
、
や
を
か
ら
頼
ま
れ
た

　
手
紙
の
ゆ
く
え
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
儀
市
が
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い

　
の
で
、
け
さ
か
ら
水
責
め
の
拷
問
を
用
い
て
追
及
し
た
と
こ
ろ
、
や
っ

　
と
白
状
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
捕
え
ら
れ
た
の
ち
も
所
持
し
続
け
、

　
牢
入
り
し
た
と
き
竹
の
筒
に
入
れ
た
ま
ま
、
や
を
に
戻
し
た
と
い
う
。

　
（
下
略
）

　
　
　
四
月
十
一
日
（
天
保
十
年
）
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（
注
）
⑩
　
郷
頭
＝
牢
舎
内
の
こ
と
な
の
で
、
牢
内
の
世
話
役
の
名
称
で
あ
ろ
う
か
。

一 一 一 一

一
、
昨
夜
午
後
十
時
ご
ろ
、
入
牢
中
の
盗
賊
儀
市
が
、
牢
番
の
脇
差
を

　
盗
み
取
っ
た
。
（
中
略
）
自
害
を
覚
悟
し
て
い
る
様
子
で
、
牢
内
に

　
近
寄
ろ
う
と
す
る
と
、
脇
差
で
突
く
か
っ
こ
う
を
す
る
の
で
心
配
で

　
あ
る
。
（
中
略
）
あ
ん
の
じ
ょ
う
、
の
ど
に
刀
を
突
き
立
て
た
の
で
、

　
直
ち
に
牢
内
に
と
び
込
ん
で
脇
差
を
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
武
石

　
元
嫁
医
師
を
派
遣
し
、
治
療
を
さ
せ
た
。
傷
口
を
縫
い
、
焼
酒
で
洗

　
い
消
毒
、
も
め
ん
の
布
を
巻
き
っ
け
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か

　
し
、
夕
方
牢
番
か
ら
の
知
ら
せ
で
、
儀
市
の
容
態
が
悪
化
し
て
い
る

　
と
の
こ
と
な
の
で
武
石
兄
嫁
に
往
診
し
治
療
を
と
申
し
付
け
た
が
、

　
も
は
や
養
生
は
見
込
あ
り
ま
せ
ん
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
儀
市
は
重

　
罪
入
な
の
で
、
‘
自
殺
を
許
し
た
と
あ
っ
て
は
人
聞
き
が
悪
い
。
そ
こ

　
で
役
所
と
し
て
相
談
の
上
、
あ
す
九
日
朝
、
帆
足
上
の
市
の
刑
場
で

　
処
刑
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
関
係
者
に
準
備
に
か
か
る
よ
う

　
申
し
付
け
た
。

　
　
五
月
八
日
（
天
保
十
年
）
　
　
　
　
　
几
》
以
下
史
料
⑦
参
照
。

上
の
市
＝
玖
珠
町
森
と
塚
脇
の
中
間
あ
た
り
、
河
原
が
処
刑
場
に
用
い
ら
れ
た
。

御
仕
置
＝
盗
犯
に
は
森
藩
は
特
に
厳
し
か
っ
た
と
い
う
。
極
悪
人
と
し
て
、
斬
首
・
さ
ら
し
首
に
さ
れ
た
。

64-

※
史
料
②

一
、
今
日
四
ツ
時
分
、
牢
屋
盗
賊
儀
市
　
番
人
之
脇
差
を
盗
散
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
り

　
（
中
略
）
自
滅
之
気
色
二
相
見
へ
、
牢
中
へ
近
寄
候
得
ハ
脇
差
二
面

　
突
膝
を
致
候
二
村
致
心
配
候
、
（
中
略
）
果
面
咽
二
刀
突
立
候
村
、

　
直
に
牢
内
二
押
入
脇
差
散
士
、
武
石
光
球
を
早
速
遣
し
療
治
中
村
、

　
傷
口
を
縫
焼
酒
　
二
商
況
ひ
木
綿
を
以
巻
候
由
、
夕
方
番
人
与
儀
市

　
容
膝
語
数
趣
申
出
候
間
、
元
球
罷
越
療
治
中
村
候
得
共
、
養
生
絹
叶

　
間
数
旨
申
出
候
、
儀
市
者
重
罪
之
者
二
村
、
自
誠
二
商
事
済
候
面
ハ

　
他
方
之
聞
も
悲
歎
候
二
村
、
評
議
之
士
明
朝
士
之
市
　
ニ
お
い
て
御

　
仕
置
⑤
披
仰
村
候
二
村
、
夫
々
手
当
中
村
候

　
　
　
五
月
八
日

（
註
）
⑩
　
焼
酒
＝
焼
酎
の
類
、
も
と
は
朝
鮮
の
蒸
留
酒
。

⑩⑤



※
史
料
⑦

一
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牢
舎
ぐ
　
や
を

　
　
其
方
儀
、
去
ル
辰
年
　
不
屈
之
儀
有
之
候
二
村
、
武
司
急
度
御
仕

　
　
　
　
　
　
ｆ
　
　
　
　
４
　
も
ち
て
ま
ず
は
じ
ゅ
ろ
う

置
可
中
村
処
、
御
慈
悲
を
以
先
者
人
手
甲
付
置
、
年
数
も
祖
立
候
ハ
入

御
宥
免
茂
可
有
之
深
御
仁
恵
之
程
致
忘
却
、
自
身
積
悪
之
儀
者
不
顧
、

却
前
非
卯
之
吟
味
掛
を
恨
、
一
昨
年
牢
披
い
た
し
候
盗
賊
儀
市
丿
致

一
味
、
於
牢
中
将
を
遣
し
右
を
以
牢
屋
之
錠
を
明
さ
せ
、
自
身
ノ
牢

舎
へ
引
人
致
密
通
、
非
上
逃
去
候
道
筋
を
教
、
衣
瀬
等
差
遣
し
深
ク

忍
愛
を
掛
ケ
、
致
牢
抜
候
上
ハ
先
年
之
吟
味
掛
の
三
人
を
殺
害
い
た

し
候
鰍
、
家
二
人
を
村
侯
様
厚
頼
、
非
外
隣
端
井
江
戸
武
家
方
親
類

共
方
へ
、
枕
紙
　
之
古
手
反
古
を
水
ニ
ひ
た
し
候
を
以
書
状
祖
語
、

儀
市
丿
遣
不
埓
之
取
計
致
候
（
中
略
言
言
語
道
断
、
不
屈
至
極
二
村
、

行
死
罪
者
也

　
　
七
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（
注
）
⑩
　
や
を
の
身
柄
が
揚
り
屋
か
ら
本
牢
舎
に
移
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

一
、
（
牢
舎
の
や
を
へ
の
申
し
渡
し
）

　
　
其
の
方
は
、
九
年
前
の
辰
年
に
悪
事
を
は
た
ら
い
た
こ
と
で
、
そ

　
の
と
き
き
っ
ぱ
り
と
処
罰
す
べ
き
だ
っ
た
の
を
、
情
を
か
け
て
取
り

　
あ
え
ず
入
牢
さ
世
い
ず
れ
年
数
が
経
て
ば
御
赦
免
も
あ
ろ
う
と
の
深

　
い
お
情
け
を
も
忘
れ
、
自
分
が
悪
事
を
重
ね
た
こ
と
は
反
省
せ
ず
、

　
か
え
っ
て
吟
味
に
当
た
っ
た
当
時
の
役
人
を
逆
恨
み
し
、
一
昨
年

　
（
天
保
十
年
）
牢
か
ら
脱
走
し
た
盗
賊
の
儀
市
と
組
ん
で
、
牢
中
で

　
か
ん
ざ
し
を
渡
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
、
牢
屋
の
錠
前
を
開
け
さ
せ
、

　
自
分
の
牢
部
屋
に
引
き
入
れ
て
密
通
を
し
、
そ
の
上
逃
亡
の
道
筋
も

　
教
え
、
衣
類
な
ど
与
え
て
情
を
か
け
、
牢
を
抜
け
出
世
た
ら
、
先
年

　
の
吟
味
役
三
人
を
殺
害
す
る
か
、
そ
れ
と
も
彼
等
の
家
に
放
火
す
る

　
よ
う
、
念
入
り
に
頼
ん
だ
。
そ
の
ほ
か
、
隣
端
や
江
戸
の
武
家
方
親

　
類
の
人
々
へ
も
、
枕
紙
の
ほ
ご
に
な
っ
た
の
を
水
に
ひ
た
し
、
再
生

　
し
た
紙
で
手
紙
を
書
き
、
儀
市
に
託
し
た
の
は
、
ふ
ら
ち
な
た
く
ら

　
み
で
あ
る
。
…
…
全
く
も
っ
て
言
語
道
断
の
行
為
で
、
不
届
き
き
わ

　
ま
る
の
で
、
死
罪
に
処
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
七
月
十
七
日
（
天
保
十
二
年
）
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⑩
　
天
保
三
壬
辰
年
（
一
八
二
二
、
み
ず
の
え
た
言

⑩
　
木
枕
の
上
に
の
せ
る
小
枕
を
お
お
う
紙
。

※
史
料
啓

一
、
や
を
今
早
朝
　
牢
屋
与
呼
出
、
於
白
州
検
使
宮
野
七
郎
与
御
仕
置

　
披
仰
封
侯
儀
中
渡
、
御
徒
士
目
付
為
続
開
、
警
因
州
之
人
数
差
出
、

　
上
ノ
市
河
原
　
二
面
や
を
之
首
刎
侯

（
注
）
⑤

　
　
　
⑩

　
　
　
⑩

一
、
や
を
を
本
日
早
朝
牢
屋
か
ら
呼
び
出
し
、
奉
行
所
の
お
白
州
で
検

視
役
人
の
宮
野
七
郎
か
ら
御
仕
置
を
仰
せ
つ
か
っ
た
旨
申
し
渡
し
、

そ
れ
を
徒
士
目
付
の
役
人
が
読
み
聞
か
せ
た
上
で
、
警
固
役
の
万
灯

が
つ
い
て
、
上
の
市
河
原
の
処
刑
場
に
連
行
し
、
そ
こ
で
首
を
は
ね

た
。

史
料
⑦
に
つ
な
が
る
Ｉ
文
な
の
で
、
同
じ
天
保
十
二
己
丑
年
（
一
八
四
一
年
）
七
月
十
七
日
を
示
す
。

前
掲
⑩
と
同
じ
。

獄
門
の
場
合
と
異
な
り
、
さ
ら
し
首
に
は
せ
ず
打
首
だ
け
で
あ
る
が
、
公
開
の
処
刑
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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